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資金使途は、離職によって、本人又は離職者が扶養す

る者の生活に必要となる資金。 

○ 金利／年０．３％（別途、保証料がかかります。） 

○ 返済期間／５年以内（６ヶ月以内の元金返済据置可能） 

○ 限度額／１００万円（離職者一人につき） 

○  保証／保証機関の保証及び連帯保証人１名が必

要です。 

○  必要書類／住民票、市町村県民税（所得・課税）証

明書等主として申込人の収入によって世帯の生計を維持

していたことを証する書類、その他審査に必要な書類 

 

 

資金使途は、本人又は休業者が扶養する者の生活に必要

となる資金。 

○ 金利／年０．３％（別途、保証料がかかります。） 

○ 返済期間／５年以内（６ヶ月以内の元金返済据置可能） 

○  限度額／１００万円（休業者一人につき） 

 ○  保証／保証機関 

○ 必要書類／住民票、市町村県民税（所得・課税）証明

書等主として申込人の収入によって世帯の生計を維持して

いたことを証する書類、その他審査に必要な書類 

 

       

 

   

   

  

 

離職者等緊急生活資金のご案内 

 離職されて求職活動を行っている方、または休業中の勤労者の生活安定に資することを

目的とした融資制度です。 

≪お申込み可能な方≫ 

離職後、求職活動を行っている方、または、休業中の方で、かつ、以下の全てに該当する勤労者が

対象です。 

〇 原則として、愛媛県内に住所を有し、かつ、その期間が引き続き 1 年以上であること。 

〇 原則として、20 歳以上 65歳以下であること。 

（離職者の方） 

・ 離職前において、原則として引き続き 1年以上同一事業所に勤務していたこと。 

・ 離職前において、主としてその収入によって、世帯の生計を維持していたこと。 

・ 離職の原因が、懲役以上の法定刑に当たる行為でないこと。 

（休業者の方） 

・ 原則として引き続き 1 年以上同一事業所に勤務していること。 

・ 主としてその収入によって、世帯の生計を維持していたこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離職者緊急生活資金 休業中の緊急生活資金 

令和 4年 5月 13日     5月号 

愛 媛 労 働 
愛媛県経済労働部産業雇用局労政雇用課

2 0 2 2 
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愛媛県主催
「経営者等意識改革セミナー」
「男性育休取得促進セミナー」

開催のお知らせ

＜経営者等意識改革セミナー＞

働き方改革に新たに取り組みたいけれど、
マンパワーやノウハウが十分になくてなかなか実践に移せない…

そんな県内中小企業の経営者の方必見！！

愛媛県では、県内中小企業の最適な働き方の導入・定着を支援するため、

 働き方改革を実践的に学べる「経営者等意識改革セミナー」

 男性育休を促進・実践する「男性育休取得促進セミナー」

を開催します。参加費は無料ですので、ぜひご参加ください！

＜男性育休取得促進セミナー＞

○主 催：愛媛県 労政雇用課（TEL:089-912-2502 ／ FAX:089-912-2508）
○県ＨＰ：https://www.pref.ehime.jp/h30500/saitekika.html

https://www.pref.ehime.jp/h30500/saitekika.html














本制度に関するお問い合わせ

中核産業人材確保奨学金返還支援制度（ＩＴ人材確保枠）とは？

〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県 経済労働部 産業支援局 産業人材課
TEL：089-912-2509 E-mail：sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp
H P：https://www.pref.ehime.jp/h30580/syougakukinn/it_jinzai.html

ＩTスキルを有する方の県内企業への就職・定着を促進するため、愛媛県と県内企業が共同で
奨学金の返還を助成する制度です

①日本学生支援機構の奨学金
を返還している（予定含む）

②学生または一般求職者
③ＩＴスキル標準レベル２
以上の試験に合格
※基本情報技術者試験など

①本制度に登録した企業に就職
②１年間継続して就業

（10月～翌年9月）

③②の期間内に奨学金を返還

企業負担額：年間最大10.08万円

※助成対象者に対しては、
奨学金返還額の４／５（上限：
20.16万円）を県と企業で
１／２ずつ助成（最長７年間）

🔍 愛媛県 奨学金返還支援 IT

奨学金の対象となる方
（以下①～③の全てを満たす方）

助成の要件
（以下①～③の全てを満たす方）

助成額・企業負担額

本制度に登録するメリット

 ITスキルを有する人材へのアピールのチャンス！
（県HPや教育機関等への配布資料に企業情報を掲載）

 採用後の定着を促進！（就業継続が助成の条件 最長7年間）

 登録無料！（助成対象者の採用が無い場合は負担無し）



本
制
度
に
登
録
（
必
要
書
類
の
提
出
）

（※１）助成対象者に対しても登録企業リストを提供します
（※２）採用活動には県は関与しません

制
度
の
流
れ

対
象
企
業

登
録
の
要
件

企
業
負
担

登
録
方
法

助成対象者を正社員として雇用する企業で、以下（１）～（３）のいずれかの要件を満たす企業
（１）愛媛県内に主たる事業所を有する企業
（２）助成対象者を県内の事業所等に在籍させる企業
（３）助成対象者を県内の事業所等で在籍させることを条件に雇用する企業
※企業の業種は問いません

（１）助成対象者を正社員として雇用した場合、１年間の奨学金返還実績（10月分～
翌年９月分）ごとに、助成額の１／２に相当する額を基金へ出捐することを確約できること

（２）本制度を適用せずに助成対象者を採用する場合は、必ず助成対象者の同意を得ること
（３）助成対象者の助成金交付申請に必要な在職証明書等を発行すること
（４）助成対象者の報告等、県との連携体制を構築できること
（５）本事業を通して得た個人情報については、責任をもって適正に管理し、本事業以外の

目的以外には一切使用しないこと

助成対象者を正社員として雇用し、同者が10月～翌年９月までの１年間、継続して就業した
場合、同期間中の奨学金返還額の４／５または20.16万円のいずれか低い額の１／２を
最長７年間出捐いただきます
※助成対象者の採用が無い場合は、基金への出捐（企業負担）は不要です

（１）提出方法 （２）の書類を郵送によりご提出ください
（２）提出書類 ※様式は愛媛県のホームページからダウンロードできます

① 愛媛県奨学金返還支援制度（ＩＴ人材確保枠）登録企業申込書（様式第１号）
② 法人登記の履歴事項全部証明書（３か月以内に発行されたもの）
③ 会社概要（概要が分かる会社案内、パンフレット等）
④ 誓約書（様式第２号）

本制度の対象となる者（助成対象者）は以下（１）～（３）の全ての要件を満たし、愛媛県の
認定を受けている者とします
（１）日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金の貸与を受け、対象期間（10月～翌年９月）

に奨学金を返還している又は返還を予定している者
（２）情報処理推進機構が定めるＩＴスキル標準レベル２以上の情報処理技術者試験に合格

している者
※レベル２：基本情報技術者試験 レベル３：応用情報技術者試験
レベル４：ＩＴストラテジスト試験、システムアーキテクト試験 等

（３）大学院、大学、短大、高専、専修学校に在籍する卒業前年次又は卒業年次の者若しくは
既卒者であって登録企業への就職を希望する者

助
成
対
象
者

助
成
対
象
者
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ス
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提
供
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）
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活
動
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助
成
対
象
者
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採
用
（※

２
）

【
助
成
対
象
者
】

１
年
間
（
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月
～
翌
年
９
月
）

継
続
し
て
就
業
・
奨
学
金
の
返
還

県
基
金
に
出
捐

（
企
業
負
担

最
大
10
万
８
百
円
）

県
か
ら
日
本
学
生
支
援
機
構
に
支
払
い

（
最
大
20
万
１
千
６
百
円
）

最長７年間支援を実施



【補助対象事業】 【補助対象経費】 【補助率】 【補助限度額】

● 補助事業の流れ

※補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除きます。詳細は県HP掲載の交付要綱を御参照ください。

● 募集期間
令和４年４月27日（水）～令和５年１月31日（火） ※予算の上限（7,500千円）に達した場合は募集を終了します

事業内容の詳細やお問い合わせ先

愛媛県 経済労働部 産業支援局 産業人材課（松山市一番町四丁目４番地２）
TEL：089-912-2509 E-mail：sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp
H P：https://www.pref.ehime.jp/h30580/fukugyou_hojo.html

県内企業が副業人材の専門的な知見や能力を効果的に活用し、ＤＸの推進や経営課題の
解決につなげることで、県内産業の更なる活性化を図ることを目的としています。

● 目的

補助金
交付

実績報告書
提出

副業人材の
活用

補助金
交付申請

（雇用契約･業務委託
契約から15日以内）

副業人材との
雇用契約･業務
委託契約の締結

副業案件掲載サイト
運営事業者･人材紹介
事業者等との契約
（令和4年4月27日以降）

副業人材
活用支援事業

県外の副業人材を活用するため
・副業案件掲載サイト等運営事業者に支払う経費
・人材紹介事業者等に支払う経費
（ただし、令和４年４月27日以降に、副業人材の活用のために、副業案件
掲載サイト運営事業者や人材紹介事業者等との契約を締結し、当該副業人
材との雇用契約又は業務委託契約の締結に至った場合に限る）

½ １社あたり
１５万円

副業人材
活動支援事業

県外の副業人材が県内企業の事業所等を訪問し、
業務に従事する場合、企業が負担する副業人材の
移動に要する経費
（ただし、副業人材活用支援事業を実施する場合に限る）

½ １社あたり
１0万円



厚生労働省が設置した労災特別介護施設

ケアプラザは、労働災害により重度（原則、障害等級１級から３級

まで） の障害を負った皆様のために厚生労働省が設置した労災特別介

護施設です。

当ケアプラザは、 全国の８施設の中で、 最も新しい施設で、 敷地面

積約７,０００坪、地上３階建て建物約３,５００坪、定員９ ０名です。

施設は、 大小の島々が浮かぶ瀬戸内海のほぼ中央の海岸近くにあり

ます。気候は非常に温暖で、比較的台風の被害も少なく、太平洋側と

較べると雨も少ない所です。

所在する新居浜市は、 愛媛県の中でも東部に位置し、 施設は市内東

部にあります。最寄りの医療機関としては、通院バスで１ ５分～ ２ ０

分くらいの所に愛媛労災病院などがあります。 市内中心部へも同程度

の所要時間です。

愛媛県は「みかん王国」と言われますが、所在する新居浜市は、「住

友」の発祥の地であります。元禄年間（１ ６ ９ １年）に「別子銅山」

が開坑し、工業都市として発展してきました。



愛媛労災特別介護施設（ケアプラザ新居浜）のご案内 
 

１ ケアプラザ新居浜とは 

ケアプラザ新居浜は、労災事故により重度な障害をこうむられた方々に、安心してい

きいきとした生活を営んでいただくため、厚生労働省が全国８か所に設置した介護施設

で、四国では新居浜市に設置されているものです。 

ケアプラザ新居浜は、平成 13 年以降 20 年にわたり、一般の高齢者介護施設などで

は対応が難しいとされている、せき髄損傷、けい髄損傷、頭部外傷等の傷病・障害の特

性に応じた適切で専門的な介護サービスを 24 時間体制で提供することについて、豊富

な経験と実績を有しています。 
 
２ 入居ができる方は 

ケアプラザに入居できるのは労災年金受給者で、障害等級又は傷病等級が１級から３

級に該当し、居宅において介護が困難と認められる方です。 

なお、60 歳以上で障害等級４級程度に該当する方等で、居宅での介護が困難な場合

は、特例的に入居が認められる場合があります。 
 
３ 定員や介護サービスは  

 ケアプラザ新居浜は、定員 90 人（個室 70 室、多床室 4 人×5 室）で看護師と介

護士が交替制により、入居者の障害・傷病の状態にあわせて、食事介助、排せつ介助や

入浴介助など日常生活の介護サービスを提供しています。また、リハビリ専門職によ

るリハビリテーションも行っています。 

居室（個室）は約 30m2 の広さで、ベッド、バス（一部シャワー）、トイレ、洗面所、

簡易なユニットキッチン、ナースコール（通報装置）等を完備しています。 
 
４ 入居の費用は 

 入居に要する費用は、施設利用料（いわゆるホテルコスト）と介護費の合算額となり

ますが、介護費については、同額の介護（補償）給付が厚生労働省から後日支給される

ため、入居者の方の実質的な負担はありません。 

年収（代表例） 

施設利用料（月額）（個室の例） 

扶養親族なし       
扶養親族１人 
（42％減額） 

扶養親族２人 
（53％減額） 

扶養親族３人以上 
（58％減額） 

1,200,000 円 57,000   33,000    33,000      33,000 

1,600,000 円 72,000   42,000    42,000 33,000 

2,000,000 円 105,000 57,000    42,000 42,000 

2,800,000 円 140,000    72,000    57,000 57,000 

3,000,000 円 160,000    89,000    72,000 57,000 

3,400,000 円 180,000   105,000    72,000 72,000 

 
５ 入居者の募集 

現在、入居者を募集しておりますので、労災

年金を受給されている方から施設入所の相談

がありました際には、選択肢の一つとしてご紹

介いただければ幸いです。 

名  称：愛媛労災特別介護施設(ケアプラザ新居浜) 

所 在 地：愛媛県新居浜市阿島１丁目３番 12 号 

問合せ先：TEL(0897)67-1122〔担当〕総務課 

 

 



松山若草合同庁舎７階 共用大会議室
松山市若草町４－３

在籍型出向
産業雇用安定助成金

よくわかる！

主催：愛媛労働局 共催：公益財団法人産業雇用安定センター愛媛事務所

令和４年６月１７日（金） １３：３０～１５：００

雇用調整助成金の特例措置は、今後、さらなる段階的な縮減が予定されています。

在籍型出向は、従業員が在籍したまま、一時的に労働力を必要とする企業に出向して

いただくことで、従業員のモチベーションを保ちながら雇用を維持できる制度です。

感染症の影響を受けた事業主が在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合には、

出向元と出向先の両方の事業主に助成する「産業雇用安定助成金」が活用できます。

在籍型出向制度について
在籍型出向の概要・メリット・好事例

マッチング支援について
在籍型出向開始までのステップ・マッチング支援

産業雇用安定助成金について
産業雇用安定助成金による出向元・出向先に対する支援

お申込みは裏面をご覧ください

日時

場所

内容

コロナ禍における雇用維持・拡大に！
～出向者の賃金を国が最大９割助成～



（このままFAXで送信できます）

【お問い合わせ先】

愛媛労働局職業安定部職業安定課

松山市若草町４－３ 松山若草合同庁舎５F ☎ ０８９－９４３－５２２１

在籍型出向支援セミナー
参加申込書

FAX：089-941-5200

企業・団体名

電話番号

参加者名 役 職

参加者名 役 職

ご連絡事項がござ
いましたらご記入く
ださい。

※下記の申込書にご記入の上、FAXでお申し込み下さい。

※最大１社2名まで参加可能ですが、調整させていただく場合もあります。
※定員に達しましたら、先着順とさせていただきます。

◎ご希望により個別訪問にてご説明もしております。お気軽にお問い合わせ下さい。

新型コロナウイルス感染予防について
□説明会では、マスクのご着用をお願いいたします。

□咳や熱などの風邪症状がある場合は、参加をお控えください。



 

 

 令和４年度「アルバイトの労働条件を確かめよう！」 

キャンペーンのお知らせ 

 

 

厚生労働省では、多くの新入生がアルバ

イトを始める令和４年４月から、夏休み前

の７月までの間「アルバイトの労働条件を

確かめよう！」キャンペーンが実施されて

います。 

この機会に、アルバイトをされている皆

様、また事業主の方についても、労働条件を

確認してはいかがでしょうか？ 

 

～知っておきたいポイント～ 

○アルバイトでも残業手当があります！ 

○アルバイトでも会社都合の自由な解雇は

できません！ など 

困ったときは下記相談機関などへ労働相談

をしてみましょう。 

 

 

 

○愛媛労働局 総合労働相談コーナー 089-935-5208 

（愛媛労働局雇用環境・均等室内） 

○愛媛県 各中小企業労働相談所（県内５箇所） 

※連絡先は県HPにて 


